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1

　平成20年12月1日、厚生労働大臣の認可を受けて、雪の聖母会健康保険組合が設立され、令和5年12
月に設立15周年の節目を迎えました。新型コロナウィルス感染症拡大の影響に対して、設立母体である聖
マリア病院職員の医療従事者としての誇りと使命感のもと、最善をつくしていただいたことに敬意を表すると
ともに、職員を支えてこられたご家族の皆様方に心より感謝申し上げます。今般、設立15周年のご挨拶が
できますのも、ひとえに所管の厚生労働省をはじめ関係各位の皆様からのご指導ご鞭撻、そして聖マリア病
院職員及びご家族の皆様からの心温まるご支援ご協力の賜物であり、重ねて心より感謝申し上げます。
　当健康保険組合は、聖マリア病院職員等の熱意と篤志を結集して、「職員の福利厚生」「健診部門での
新たなツールの開発」「医療現場の内容が解る保険者としての活躍の機会」の三項目を推進する機関として
設立準備が進められ、厚生労働省所管の公法人として設立の運びとなりました。
　設立当初は、聖マリア病院の職員及び家族に対する健康診断を中心とした健康管理・健康づくり事業を
開始しました。その後、平成22年4月1日、聖マリアグループの法人である公益財団法人福岡県すこやか
健康事業団、株式会社サンループを当健康保険組合の設立事業所に編入し、健康管理・健康づくり事業を
推進していくことになりました。平成26年4月、聖マリア病院が健康経営の実施を表明すると同時に当健康
保険組合もデータヘルス計画の基盤事業と位置づけましたが、医療機関が労働生産性向上につながる取組
を実施しても、病院の増収に直結するわけではありません。しかし、職場環境を整備して健康リスクが縮小
することで健康な職員が増加し、持てる能力を存分に発揮できるようになれば、人事施策にかける管理コスト
が減少するだけでなく、医療の質の向上にもつながるはずという視点から健康経営を推進していくこととしま
した。健康経営を推進するにあたり、聖マリア病院と東京大学で共同研究契約を締結し、当健康保険組合、
聖マリア病院、東京大学政策ビジョン研究センターの三者で、それぞれの果たす役割を整理しました。共同
研究によって明らかになった健康課題を踏まえて保健事業を再構築することとし、「健康経営を実施する」と
いうトップメッセージを発信したことで、保健事業の実績向上にもつながり、平成31年度から令和4年度まで、
連続して特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率は、全国上位10位以内を維持しています。
　
　平成23年3月に東日本大震災が発生しました。聖マリア病院では、発災直後、DMATを派遣。被災地
支援を積極的に行う職員の姿勢には敬服しました。更には、新型コロナウィルス感染症のパンデミックは、
一般住民や感染者だけでなく、陽性者をケアする医療従事者にとって大きな影響を与えることになりました。
新型コロナウィルス感染症拡大は、災害対策基本法において特殊災害に分類されると言われているように、
災害に関連した支援の観点から理解することが重要です。病院は、新型コロナウィルス感染症患者への
対応の最前線ということもあり、医療従事者に対する偏見や自身が感染することへの恐怖心など複雑な心
理反応への対策も重要でした。この新たな感染症に立ち向かってきた医療現場の奮闘ぶりと加入員各位
の感染拡大防止へのご協力には改めて敬意を表します。

　当健康保険組合は、このような職員の皆様方からのご支援ご協力をいただきながら、小規模ながらも
進むべき道標を照らす灯りを輝かせることができました。この15周年を枢機として、これからも当健康保険
組合設立の精神を堅持し、引き続き厚い信頼とご支援をいただけるよう全力を尽くす所存でございます。
　当健康保険組合を支えていただいている職員及びご家族の皆様には、心より感謝申し上げるとともに、
今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年3月吉日

雪の聖母会健康保険組合
設立15周年を迎えて

雪の聖母会健康保険組合
理事長� 井手  義雄



第1 健康保険のしくみ

健康保険は医療が必要となるもしものときに備えて、
安心して医療を受けられるようにするための助け合いの制度です。

　私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、
けがをしたときの治療費や生活費の問題です。こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのと
きだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。健康保険は、このような場合に備えて、働いてい
る人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、病気、けが、出産、
死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうと
いう目的から生まれた制度です。

　常時１人以上の従業員がいる法人の事業所と常時５人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、
強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。健康保険組合はこの健康
保険の運営を行う公法人で、常時700人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員
が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。当健康保険組合は、平成
20年12月１日に設立されました。

⑴ 健康保険組合の長所
　健康保険組合は次のような利点があります。

　① �健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保
健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。

　② �健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。

　③ �健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体
育奨励事業の補助などにより被保険者及び被扶養者の体力づくりに役立てることができます。

　④ �健康保険法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助
成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。

　⑤ �健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000～ 130/1000の間できめること
ができます。

1 健康保険の目的

2 健康保険組合とは
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⑵ 日本の医療保険
　日本の公的医療保険制度では国民全員が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」のしくみ
となっています。公的医療保険は働き方や年齢などにより加入する医療保険が異なります。
　被用者保険は企業などに雇用されている人が加入します。被用者保険には健康保険組合のほか、
全国健康保険協会（協会けんぽ）、共済などがあり、勤務先が加入するものに被保険者として加入しま
す。また、収入などの条件を満たした家族についても被扶養者として加入することができます。
　自営業など被用者保険に加入できない人は国民健康保険に加入します。75歳（一定の障害がある場
合は65歳）になると、後期高齢者医療制度に被保険者として加入します。

被用者保険
（職場で加入する医療保険）

健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合（国・地方公務員）、
共済制度（私学共済）、船員保険

地域保険 国民健康保険、後期高齢者医療制度

⑶ 医療保険に加入すると

●健康保険証が交付されます
　�健康保険証（70歳以上の人は高齢受給者証も）が交付され、医療費の一部を負担するだけで医療が
受けられます。

●保険料の納付が開始されます
　�被用者保険では標準報酬月額が決められ、毎月の給料から保険料が控除されます。また賞与から
も保険料を納めます。

3



第2 健康保険組合の仕事と組織

健康保険組合では医療費を給付する「保険給付」と
健康を守るための「保健事業」の２つの仕事を行っています。

　健康保険組合の主な仕事は、被保険者と事業主の皆様から保険料を徴収し、それを主な財源とし
て「保険給付」と「保健事業」を実施することです。適正・公正であるとともに、効率的なものとなる
よう運営を行っています。

⑴ 保険給付（医療給付を中心に）
　被保険者や被扶養者の病気、けが、出産、死亡
などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付
金を支給することです。これは健康保険の生まれ
た直接の目的である大切な仕事です。保険給付に
は、法律で定められた法定給付と、当健康保険組
合が独自に行う付加給付の２つがあります。

⑵ 保健事業（健康づくりのために）
　保健事業は、被保険者と被扶養者の皆様の健康の保持・増進をはかるために行う事業です。健康
にまつわる情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診、運動施設や保養施設を利用する機会
の提供など、さまざまな事業を行っています。

　健康保険組合の運営では、事業主と被保険者の代表が同数ずつ参加する組合会で議論し重要事項を
決定しています。健康保険法などの法律に定められた範囲で、自主的、民主的に事業運営を行っています。

1 健康保険組合の仕事

2 健康保険組合の運営と組織

【雪の聖母会健康保険組合の付加給付の種類】
傷病手当金付加金 標準報酬日額の20%
出産育児一時金付加金 1児につき50,000円
埋葬料付加金 30,000円
家族出産育児一時金付加金 1児につき50,000円
家族埋葬料付加金 30,000円

選定議員

事業主が選ぶ事業
主側の代表

理事長

常務理事

選定議員の中から選挙によって選ばれ、組合
運営の最高責任者として組合を代表します。

理事会の同意を得て理事長が理事の中から指
名します。理事長を補佐し、日常の健康保険
組合の事務処理にあたります。

組合会（議決機関）

選定議員と互選議員が参加し、予算・決算・事業計画など
重要事項を議論し、決定する議決機関

理事会（執行機関）

選定議員と互選議員からそれぞれ選ばれた理事で組織さ
れ、 組合会の決定に基づき組合の事業運営を行います。

事務局

健康保険の運営に必要な保険料の徴収や
給付など、事業運営の事務を行います。

監事（監査機関）

選定議員、互選議員から1名ずつ選出。
組合運営や財産の状況を監査します。

互選議員

被保険者が選ぶ被
保険者側の代表

4
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令和6年度保健事業概要

■ 令和6年度保健事業概要

実施項目 対象者 対象年齢 概　要

特定健康
診査事業

生活習慣病予防健診 一般被保険者 35 - 39歳 35歳～ 39歳の一般被保険者を対象に実施
生活習慣病予防健診 

（特定健康診査） 一般被保険者 40歳以上 40歳～ 74歳の一般被保険者を対象に実施（付
加健診除く）

ＨｂＡ1ｃ 一般被保険者 全年齢 一般被保険者全員に実施（職員健診に追加）

付加健診 一般被保険者 40 - 70歳

40歳以上の一般被保険者を対象に、５歳ごとに
実施
対象年齢 対象生年月日

40歳 S.59（1984.4.2）～ S.60（1985.4.1）
45歳 S.54（1979.4.2）～ S.55（1980.4.1）
50歳 S.49（1974.4.2）～ S.50（1975.4.1）
55歳 S.44（1969.4.2）～ S.45（1970.4.1）
60歳 S.39（1964.4.2）～ S.40（1965.4.1）
65歳 S.34（1959.4.2）～ S.35（1960.4.1）
70歳 S.29（1954.4.2）～ S.30（1955.4.1）

特定健康診査 一般被扶養者・任継 40歳以上 4月1日に資格を有している40歳～ 74歳の一般
被扶養者、任意継続被保険者・被扶養者に実施

日帰りドック 一般被扶養者・任継 40歳以上 4月1日に資格を有している40歳～ 74歳の一般
被扶養者、任意継続被保険者・被扶養者に実施

特定保健
指導事業

特定保健指導：
積極的支援

被保険者・被扶養者
（任継含む） 40歳以上 健康診断の結果「積極的支援レベル」と判定さ

れた方を対象に実施
特定保健指導：
動機付け支援

被保険者・被扶養者
（任継含む） 40歳以上 健康診断の結果「動機付け支援レベル」と判定

された方を対象に実施

疾病予防
対策事業

生活習慣病重症化予防対策
若年層及び非肥満層（40歳以上） 一般被保険者

39歳以下 39歳以下の一般被保険者に実施
40歳以上の非肥満者 非肥満の40歳以上一般被保険者に実施

がん検診補完検査１
　胸部CT 一般被保険者 40歳以上 付加健診対象者に実施

　腫瘍マーカー　

一般男性被保険者 40歳以上 男性：AFP・CA19-9・PSA
一般女性被保険者 40歳以上 女性：AFP・CA19-9
一般被扶養者・任継 40歳以上（男性） AFP・CA19-9・PSA
一般被扶養者・任継 40歳以上（女性） AFP・CA19-9

がん検診補完検査２
　ピロリ菌検査 一般被保険者 35歳以上 35歳以上の被保険者に実施 
　ピロリ菌除菌 一般被保険者 35歳以上 検査結果陽性者に実施
婦人科検診１

　子宮頸がん検診
一般女性被保険者 全年齢 内診・視触診・HPV検査
一般被扶養者・任継 40歳以上（女性） 内診・視触診・HPV検査

婦人科検診 2

　乳がん検診

一般女性被保険者 29歳以下 乳腺エコーのみ
一般女性被保険者 30 - 39歳 マンモ 1方向必須　乳腺エコーオプション
一般女性被保険者 40 - 49歳 マンモ 2方向必須　乳腺エコーオプション
一般女性被保険者 50 - 74歳 マンモ 1方向必須　乳腺エコーオプション
一般被扶養者・任継 40 - 49歳 マンモ 2方向必須　乳腺エコーオプション
一般被扶養者・任継 50 - 74歳 マンモ 1方向必須　乳腺エコーオプション

禁煙外来費用補助 一般被保険者・被扶養者 全年齢 20歳以上の一般被保険者・被扶養者に対して、
15,000円を上限に費用補助

歯科対策 一般被保険者 全年齢 経年で歯科未受診者（生活習慣病リスクありの者）
に対して歯科予防の情報提供を実施

インフルエンザ等
予防接種

一般被保険者 全年齢 一般被保険者全員に実施
特定健診受診者にインセンティブ（インフルエ
ンザ・肺炎球菌予防接種）一般被扶養者・任継 40歳以上

保健指導 
宣伝事業

健康年齢通知
（健康年齢・健診結果）

一般被保険者・被扶養者
（任継含む） 指定年齢 健康年齢の世代間比較、健診データ経年比較及び

生活習慣アドバイス等の情報提供を実施 

体育奨励
事業 Webウォーキングラリー 一般被保険者・被扶養者 指定年齢 春期・秋期の年2回実施し、個人・団体の表彰を

行う
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　設立認可申請の前３ヵ月には、右記の書類を
添付した「設立事前申請書」が必要でした。 
　事前申請書を九州厚生局経由で厚生労働省
に提出し、内容審査後、厚生労働省から健康
保険組合設立認可申請を厚生労働大臣に行う
よう指示を受けました。

　平成20年11月11日、次の書類を添付した設立認可申請書を九州厚生局経由で、厚生労働大臣に
申請しました。

　当健康保険組合は、平成20年11月28日付厚生労働省発保第
1128010号をもって、平成20年12月１日に設立することを舛添　
要一厚生労働大臣から認可されました。
　設立母体が保険医療機関であることから、設立理由である三
項目を基本として、保険者機能の優位性をも展開し、加入員及
び地域住民への保険医療機関、保険者として貢献していくこと
が期待されています。

1 事前申請

2 雪ノ聖母会健康保険組合設立認可申請

3 厚生労働大臣の認可

第3 設　立

⑴ 健康保険組合設立趣意書
⑵ ５ヶ年収支見込推計
⑶ 保健事業費算出内訳及び事業概要（5ヶ年）
⑷ 特定健康診査等実施計画（5ヶ年）
⑸ 保険料率算出基礎（3ヶ年）

⑴ 健康保険組合設立理由書
⑵ 規約
⑶ 事業計画
⑷ 収入支出予算概要表
⑸ 収入支出予算書
⑹ 収入支出予算算出の基礎
⑺ �一般保険料率・介護保険料率及びその計算

の基礎（一般保険料率及び介護保険料率認
可申請書）

⑻ �健康保険法第12条の組合員となるべき被保
険者の2分の1以上の同意があったことを認
めるに足る書類
① �「健康保険組合設立に関する職員の同意

について」を厚生労働大臣に提出しまし
た。被保険者1,931人中、1,686人の同
意があったことを②の被保険者の同意書
を添えて厚生労働大臣に提出しました。

② �健康保険組合設立同意書（同意する者の
署名・捺印）
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雪の聖母会健康保険組合は厚生労働大臣の認可を受け、
平成20年12月1日に設立されました。
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⑴ �公益財団法人福岡県すこやか健康事業団は、聖マリア病院予防部（昭和28年発足）を事業の創発として、
昭和46年財団法人九州産業衛生協会が設立され、保健衛生事業を展開してきました。平成21年4月に経
営基盤強化し、質の高い健診事業の提供を検討していた福岡県対がん協会と合併を行い、財団法人福岡
県すこやか健康事業団が発足しました。同法人の理事長は、社会医療法人雪の聖母会井手義雄理事長で
あり、当健康保険組合の設立理念を共有できることから、当健康保険組合へ編入することとしましたが、
令和2年11月1日、公益財団法人福岡県結核予防会、公益財団法人福岡県公衆衛生協会との三法人合併
を行い、公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構の設立を機に当健康保険組合を脱退しました。

⑵ �株式会社サンループは、平成6年7月14日設立され、食品小売業、人材派遣業等の事業を展開してきまし
た。同法人の代表取締役社長は、公益財団法人福岡県すこやか健康事業団と同様に社会医療法人雪の聖
母会井手義雄理事長であり、当健康保険組合の設立理念を共有できることから、当健康保険組合へ編入
することとしましたが、令和2年6月1日、社会情勢の変化に対応することが困難な状況となり、事業継続
が困難と判断され廃業することになりましたので、同日付で当健康保険組合を脱退しました。

　福岡県の健康保険組合の所在地は、50%が福岡市内であり、歴史ある健康保険組合の事業運営や保健
事業の展開等を肌感覚で実感できることと、情報共有のスピード感は、必ず当健康保険組合の発展に寄
与すると考えられたこと及び監督官庁である九州厚生局との連携・情報共有面での優位性が期待されるこ
と等から平成22年12月1日に福岡市中央区天神に移転しました。

4 公益財団法人福岡県すこやか健康事業団及び株式会社サンループの編入と脱退

5 当健康保険組合の事務所移転

　健康保険組合の設立理由として、「職員の福利厚生」「健診
部門での新たなツールの開発」「医療現場の内容が解る保険者
としての活躍の機会」の三項目です。
　当保険医療機関は、福岡県南部の中核病院として、地域住
民また地域の医療機関との連携を通じ、地域医療を支えてい
ます。厚生労働省研修指定病院（医科・歯科）、厚生労働省臨
床修練病院、WHO・ユニセフ赤ちゃんにやさしい病院、日
本医療評価機構認定施設、自動車事故対策機構療護施設、
ISO15189認定施設、救命救急センター、総合周産期母子医
療センター、地域医療支援病院、がん対策拠点病院、地域災
害拠点病院、エイズ拠点病院及び久留米広域小児救急セン
ターの指定等を受けて、医師、看護師、コメディカル及び事
務職員が業務を推進しています。医業を推進するには、生産
工場と違い、マンパワーが重要です。この医業の担い手であ
る職員の福利厚生を充実するためです。
　国民の健康と疾病対策では、過去の感染症時代の「罹患し

て治療」から、「早期発見早期治療」の時代を経て、疾病予防
の時代となりました。当病院では、健診部門を設置し、医師
及び15人の常勤保健師などを配置し保健指導を行うなど、膨
大な健診データも蓄積しています。この健診部門を活用して、
健康保険組合の被保険者等の疾病予防のツールの開発を考え
ています。普遍的な疾病予防のツールができれば、国民の健
康に寄与することになります。
　国民医療費は、国民所得の伸びを上回る伸びを示していま
す。国民医療費の管理については、公的医療保険が制度化さ
れているため、制御できる部分もあります。国民に納得して
もらう医療費については、診療報酬の支払い側、診療側それ
に公益、それぞれの代表する識者で論議されています。当保
険医療機関は、保険者と診療側を併せもつことになります。
医療機関の内容の解る保険者として、活躍できることがある
と考えています。

以上

健康保険組合設立理由書
医療法人　雪ノ聖母会

聖マリア病院

（設立認可申請書抜粋）
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健康保険組合など医療保険を運営する保険者が果たすべき役割を
「保険者機能」といいます。

　医療制度改革において、「保険者機能の強化」が唱えられることが多くなっています。本来の保険
者機能は、保険者が契約主体として、被保険者の資格管理やレセプトの審査等幅広い業務について、
主体性を発揮することを指していましたが、平成20年の医療制度改革に際して、医療費適正化の手
段として、生活習慣病予防のため、特定健康診査が導入され更に受診率に応じて、後期高齢者支援
金が増減するしくみとなりました。また、国民健康保険の保険者努力支援制度の補助金が、特定健康
診査の受診率、糖尿病重症化予防、収納率の向上によって増額されるしくみが導入されたことで、保
険者機能とは健康づくり（保健）という理解が一般化しました。

　事業展開のためには、財政の健全化が重要です。当健康保険組合は、平成20年度から平成23年度
までの保険給付費の増加及び高齢者医療への拠出金の増加に対応するため、平成24年度から、一般
保険料率を75.8‰から88.675‰に変更しました。平成30年度からは、後期高齢者支援金が平成29年
度から全面報酬割となるなど高齢者医療への更なる拠出金の増加に対応するため、一般保険料率を
98.68‰に変更しました。また、令和2年度から、介護保険料率を設立当初の12.42‰から19‰に変更
するなど、財政基盤強化に努めています。

①�保険者・事業主のコラボヘルスを通じ、健康・医療情報
等から当該組織の健康関連総コストの推計及び健康リス
ク評価を行うことにより、健康問題の可視化を行う。

② �平成26年度から着手した分析結果及び本事業での分析
による健康課題をベースとして、職場環境の整備を行う。

③�保健事業の検討・目標設定を行い、平成28年度から
PDCAサイクルに沿って実施する際のベンチマークとし、
効果測定・評価に活用することを目的とする。

⑴ 東京大学との健康経営共同研究及びトップメッセージ
　当健康保険組合の保健事業においては、聖マリア病院と東京大学で健康経営共同研究契約が締結
され、当健康保険組合、聖マリア病院、東京大学政策ビジョン研究センターの三者で、それぞれの果
たす役割を整理しました。共同研究によって明らかになった健康課題を踏まえて保健事業を再構築す
ることとし、「健康経営を実施する」というトップメッセージを発信したことで、保健事業の実績向上
にもつながりました。

1 保険者機能とは

2 財政基盤の強化

3 保健事業実施に関する環境変化

事業の目的
▶�組織の健康課題の全体像の可視化により、保険者・事業

所が現状を共有し、協働して対処することになる。
▶�介入の効果測定・評価に活用することで、PDCAサイク

ルをまわし、効果的・効率的な従業員への健康支援につ
なげる。

▶�健康経営は、従業員の健康に直接的に良い影響を及ぼす
だけでなく、労働生産性の向上にもつながり、事業所の
業績にも波及することが検証されている。

期待される成果
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健康経営ワークショップ出席

公募事業

聖マリア病院健康経営セミナー開催
⚫主催：�社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院
⚫日時：�平成27年2月12日（木）14:30～
⚫会場：聖マリア学院会議室

　尾形東京大学特任教授から共同調査研究概要説明後、ミシガン大学健康マネジメント研究センター所長オド
ネル教授から「組織および個人の効果的な行動変容プログラムの開発に向けて」をテーマにした基調講演が行わ
れました。また、パネリスト間及びフロアからの質問、意見交換を行いました。

◦�パネリスト：�オドネル教授、井手理事長、古井東京大学特任助教、津野東京大学特任助教、聖マリア病院・健保代表

9

⃝平成26年3月10日　厚生労働省「モデル的データヘルス計画」に採択
⃝平成27年9月16日　厚生労働省「レセプト・健診情報等を活用したデ ータヘルス推進事業」に採択
⃝平成27年9月16日　�経済産業省「平成27年度健康寿命延伸産業創出推進事業：健康経営評価指標の策定活

用事業」の協力団体として採択され事業実施

⚫主催：�東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット、政策シンクネット
⚫日時：�平成27年2月10日（火）14:00～
⚫会場：�東京大学伊藤国際学術研究センター

　尾形東京大学特任教授から共同調査研究概要説明後、ミシ
ガン大学健康マネジメント研究センター所長オドネル教授か
ら「米国における健康経営の現状と課題」をテーマにした基調
講演が行われました。また、データヘルス計画成果発表を行
いパネリストとして意見交換を行いました。

◦�パネリスト：�オドネル教授、厚生労働省 鳥井保険課長、古井東京大学特任助教、津野東京大学特任助教、 
聖マリア病院、東京海上、花王

【健康経営の取り組み】 【東京大学研究成果報告書】

リーフレット『健康経営の取り組み』
を全被保険者に配布
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⑵ 当健康保険組合の特定健康診査・特定保健指導の受診率向上対策
　平成21年度～ 25年度までの特定健康診査・特定
保健指導の受診率実績は全健康保険組合平均値を
大幅に下回っていました。当初は、健康保険組合
設立後であるために、政府管掌健康保険の生活習
慣病予防健診から、健康保険組合の健診事業に移
行したことの認識不足が原因と捉えていましたが、
さすがに、平成24年度～ 25年度の実績を目の当た
りにすると、認識不足ではなく確信的未受診と認め
ざるを得ないと考え、次の未受診者対策を実施す
ることにしました。

⑶ 特定健康診査・特定保健指導の受診率が大幅に向上
　⑵の対策で、特定健康診査の受診率は任意継続被保険者では平成26年度に77.78％となり、被保
険者全体の受診率が初めて99%を超えることとなりました。また、被扶養者の受診率も66.26%とな
り、被保険者、被扶養者合計で、91.94%と初めて90%台となりました。さらに平成28年度には、任
意継続被保険者の受診率で100%を達成し、被扶養者の受診率も91.07%と被保険者・被扶養者合計で、
98.17%と驚異的な実績となりました。
　令和2年度から令和3年度の被扶養者の受診率は、新型コロナの影響で、70%台後半まで低下しま
したが、令和4年度は、改善傾向を示しています。
　特定保健指導の実施率は、平成24年度から文書勧奨を強化し、併せて電話勧奨も実施したことで
64.22%と60％台を維持するも、70%を超えるのは高いハードルでした。平成29年度から、聖マリア
ヘルスケアセンターにおいて、健診受診日に初回面談を実施できる体制整備が可能となったため、特
定保健指導実施率は、74.62%、平成30年度は77.44%となり、さらに体制整備を進めることで、令和
1年度に93.23%まで上昇し、令和4年度の実績は95.88％となりました。
　特定保健指導該当率は、平成29年度まで10%台で推移していましたが、令和1年度から改善がみられ、
令和3年度には、9.01%と10%を下回り、令和4年度は、さらに9%を下回る8.21％まで改善しています。

① 特定健康診査受診率の推移
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未受診者対策
⚫�任意継続被保険者は、資格取得者に2ヵ

月後、1年後に受診予定日及び健診機関
の提出を徹底。

⚫�一般被扶養者は、受診日等調査票（受診
予定日・健診機関）を受診勧奨状に同封し
提出を徹底。未提出者に対しては、被扶
養者調書（被扶養者資格確認）において、
提出を徹底。
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⑷ 第三期データヘルス計画の策定に向けて
① データヘルス計画の背景
　・長寿国・日本では21世紀初頭から予防・健康づくりを重視する政策の潮流があります。
　・データヘルス計画は、国民の健康寿命の延伸のための新たなしくみづくりです。
② データヘルス計画のねらい
　・データヘルス計画は、働き盛り世代の健康課題を解決するための事業計画です。
　・加入者の健康を基盤として、持続可能な健康保険制度を構築します。
　・データヘルス計画の標準化によって、保健事業の質を向上させます。
③ 第三期データヘルス計画に向けて
　�　第一期データヘルス計画は、2015年度～ 2017年

度、第二期データヘルス計画前期は、2018年度～
2020年度にかけて各年度の実績評価後、翌年度の
計画を見直しました。また、2021年3月に第二期デー
タヘルス計画の中間評価を行い、第二期データヘル
ス計画後期2021年度～ 2023年度を実施しています。
第一期、第二期データヘルス計画で計画様式の標準
化や評価指標の標準化が実現されており、第三期で
は、ポータルサイトで得られた知見を活かして保健
事業の実施方法の標準化を進めていくこととされて
います。また、第四期特定健診・特定保健指導実施
計画においては、アウトカム評価の導入でより実効
性ある内容に変更されるため、第三期データヘルス
計画策定に向けた準備を進めているところです。

② 特定保健指導実施率の推移
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③ 特定保健指導該当率の推移
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令和6年度 データヘルス計画事業一覧
職場環境の整備
保健指導宣伝 プレゼンティーイズム対策（コラポヘルス）
加入者への意識付け
保健指導宣伝 健康年齢通知（Web・紙媒体）
保健指導宣伝 広報誌の発行
保健指導宣伝 ホームページ
個別の事業
特定健康診査事業 特定健診（被保険者）
特定健康診査事業 特定健診（被扶養者）
特定保健指導事業 特定保健指導
疾病予防 生活習慣病重症化予防（若年層及び非肥満層(40歳以上））対策
疾病予防 がん検診補完検査1（胸部CT・腫瘍マーカー）
疾病予防 がん検診補完検査2（ピロリ菌検査・除菌）
疾病予防 婦人科検診1（子宮頸がん検診）
疾病予防 婦人科検診2（乳がん検診）
疾病予防 禁煙外来費用補助
疾病予防 歯科対策
疾病予防 インフルエンザ予防接種費用補助
体育奨励 Webウォーキングラリー
その他 生活習慣病予防健診（35歳～39歳被保険者）

※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。
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　令和１年10月１日　鈴木俊彦厚生労働事務次官を表敬訪問し、井手理事長から、聖マリア病院
の現状及び今後の展望について説明しました。鈴木厚生労働事務次官からは、厚生労働省の医療
政策や課題等についてご説明いただきました。

　厚生労働省において、鈴木厚生労働事務次官から表彰状を拝受しました。

厚生労働省厚生労働事務次官表敬訪問

厚生労働大臣表彰

令和1年11月7日「健康保険組合関係功績者厚生労働大臣表彰」
被表彰者　井手 義雄 理事長

鈴木 俊彦 厚生労働事務次官
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　特定健康診査・特定保健指導の実施率で顕著な実績を残したことにより、歴代の厚生労働大臣
よりメッセージを拝受しました。

　健康づくり県民運動に寄与したため、小川福岡県知事から表彰状を拝受しました。

令和2年2月7日　福岡県知事表彰

○平成	31年	 3月	28日	（2017年度実績）	 特定健康診査受診率　98.4%	 4位/1,635
〇令和	 2年	12月	18日	（2018年度実績）	 特定健康診査受診率　98.9%	 3位/1,627
〇令和	 3年	 3月	26日	（2019年度実績）	 特定健康診査受診率　99.2%	 3位/1,629
					    特定保健指導実施率　93.2%	 6位/1,629
〇令和	 4年	 6月	 2日	（2020年度実績）	 特定健康診査受診率　96.8%	 4位/1,628
					    特定保健指導実施率　94.0%	 4位/1,628
〇令和	 5年	 5月	10日	（2021年度実績）	 特定健康診査受診率　96.8%	 7位/1,629
					    特定保健指導実施率　95.2%	 4位/1,629

※平成31年度から令和4年度まで、特定健康診査受診率及び特定保健指導の実施率は、全国上位10位以内を維持。

厚生労働大臣メッセージを拝受

知事表彰
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第5 健康保険組合の近未来（課題）

高齢化の進展は健康保険組合に対しても深刻な影響をおよぼしており、
社会全体で取り組むべき課題となっています。

　我が国の高齢化社会の問題は、人口動態の変化にともない深刻な社会問題を迎えようとしています。生産年齢人口の
減少は顕著であり、1995年の過去最多人数である約8,726万人から2024年は7,346万人となり、過去29年間で1,380万人
減少しました。今後、2025年、2030年、2040年が区切りの年となります。　　
　生産年齢人口は2025年～ 2040年の15年間で1,100万人も減少する見込みで、高齢化率の増加の半面、生産年齢人口
の急激な減少が労働力不足を深刻化させ、さまざまな社会問題が現実のものとなるでしょう。
※出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口令和5年推計」

　今後、高齢化と生産年齢人口の減少により、医療を含めた全ての業態においては、労働力の確保や生産性の向上に取
り組むことは共通の課題となっており、早急に実施すべき対策としては、次のことが必要と考えられます。
　・健康寿命の増進
　　�　健康な状態を維持しながら社会生活を行うため、企業の貴重な資産である社員の健康づくりを推進することで、

企業の生産性の向上や、労働力不足解消の対策としていくことも重要です。
　・潜在的な労働力の活用
　　�　潜在的労働力人口は、就業者でも失業者でもない者のうち、「拡張求職者」「就業可能非求職者」等、潜在的に就業

可能な者の活用も必要です。また、女性やシニア層を活用することは、有効な対策です。

　このような超高齢化社会を控えて、保険者財政は、高齢者の急増による医療費や高齢者医療への拠出金の増加に対応
するため、保険料率の変更や保健事業の共同実施だけにとどまらず、保険者の再編・統合等、制度改革も現実のものと
なるかもしれません。2024年度は医療・健康施策の節目を迎える重要な年と言われています。保険者の事業の根幹とさ
れてきた特定健康診査・特定保健指導も第四期の改訂が行われ、データヘルス計画も第三期となり、アウトカム評価を
見据えた事業展開が求められています。「健康日本21第三次」では、「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続
可能な社会の実現」が掲げられ、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指すという方向性が明らかにされています。
　保険者の根幹事業である特定健康診査・特定保健指導においても、従来の受診率向上策だけではなく、職場環境の改
善や社会への貢献なども求められてくると考えられます。従来の保険者の事業スタイルでは、多岐にわたる事業展開に
対処できないのは明白ですから、今後は、事業主との協働を強化し、事業企画の共有を更に進めていくことも必要です。
また、外部事業者へのアウトソーシングを積極的に展開し、限られた資源の中で優先順位の高い施策の企画・実施・評価
を行うため、ハイレベルなリソースマネジメント能力を実装化することが求められることになります。
　超高齢化社会の到来を目前にして、当健康保険組合は、職員及びご家族の健康の保持増進に向け、生活環境や職場環
境をより健康的なものに改善できるよう取り組んでまいりますので、当健康保険組合の運営にご協力とご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。

1 高齢化による生産年齢の減少

2 労働力の確保や生産性の向上に向けた対策

3 健康保険組合の取り組み

【2025年問題】
　団塊の世代（1947～ 1949年生）が、2025
年に75歳以上に到達することで、75歳以上
の人口が2,180万人で全人口の17.8％と推計
され、医療・介護費用が急激に増加し、日本
経済・社会に大きな影響を与えることになる
始まりの年と言われています。

【2030年問題】
　65歳以上の高齢者が3,716
万人で全人口の30%を占める
と推計され、生産年齢人口は、
7,000万人を大幅に割り込み労
働力不足が表面化し社会問題
となるでしょう。

【2040年問題】
　団塊ジュニア世代（1971～
1974年生）が65歳以上となり、
高齢者人口は3,921万人に達
すると推計されています。
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資料編 雪の聖母会健康保険組合役員一覧

理事 ８人　　監事 ２人　　議員 ８人

氏　　名 役員及び
議員の別

就任年月日
所　　属

任　　　期

井手　義雄 理事長
平成21年1月5日 社会医療法人雪の聖母会

理事長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

松本　　彰 常務理事
平成21年1月5日 健康保険組合

常務理事自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

谷口　雅彦 選定理事
令和4年4月1日 聖マリア病院

病院長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

濵田　　章 選定理事
令和3年7月1日 健康保険組合

事務長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

井手　　睦 互選理事
平成27年2月12日 聖マリアヘルスケアセンター

病院長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

福田　賢治 互選理事
令和6年4月1日 聖マリア病院

副院長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

神代　明美 互選理事
令和3年4月1日 聖マリア病院

看護部長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

上岡　和代 互選理事
令和3年4月1日 聖マリア病院

看護部管理師長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

東　　治道 選定議員
平成27年2月12日 聖マリア病院

副院長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

古賀　仁土 選定議員
令和6年4月1日 聖マリア病院

副院長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

井上　正明 選定監事
令和3年4月1日 聖マリア病院

経理部長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

篠原　　章 選定議員
平成27年2月12日 聖マリア病院

理事長室室長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

岡田　尚子 選定議員
令和3年4月1日 聖マリアヘルスケアセンター

看護師長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

福井　卓子 互選議員
平成27年2月12日 聖マリアヘルスケアセンター

国際保健センター副センター長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

立花　秀之 互選議員
令和4年12月1日 聖マリア病院

総務企画部長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

篠原　則康 互選議員
令和6年4月1日 聖マリア病院

地域連携・患者支援部長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

石橋　喜子 互選議員
令和3年4月1日 聖マリア病院

看護部管理師長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日

松永　真治 互選監事
令和3年4月1日 聖マリア病院

人事部長自令和6年4月1日　至令和9年3月31日



雪の聖母会健康保険組合 15年のあゆみ 17

資料編 事業関係データ①

●�『健康経営の取り組み』 （リーフレット、A4判・12頁）� （抜粋）

●�「健康経営」の枠組みに基づいた保険者・事業主のコラボヘルスによる健康課題の可視化に 
 関する研究  （東京大学政策ビジョン研究センター　東北大学大学院医学系研究科）� （抜粋）

1. 単年（2017年度データ）分析結果：健保組合
2. 経年変化（2014〜 2017年度）分析結果：
　　　　　　　　　　　　　　　聖マリア病院・東京大学
3. �ストレスに関連する分析結果：東京大学�
掲載省略

4. �長時間労働に関する分析：東京大学・聖マリア病院�
掲載省略
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事業関係データ①
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事業関係データ①
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事業関係データ①
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事業関係データ①
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事業関係データ①
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事業関係データ①
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資料編 事業関係データ②

●�データヘルス計画事業一覧
職場環境の整備

保健指導宣伝 プレゼンティーイズム対策
（コラボヘルス）

体質的な要因や作業環境及び職場環境に要因となりえる疾患など、必要に応じて事
業主と情報を共有し、対策を講じる必要がある。また、労働生産性を低下させる一
因となる「喫煙習慣」「運動習慣」「睡眠習慣」等の改善、「頭痛、月経関連疾患」の情
報を共有し、保健事業の必要性及び環境改善に努める。

加入者への意識付け

保健指導宣伝

健康年齢通知  （Web・紙媒体） 20歳以上の被保険者及び40歳以上の被扶養者（任継含む）で健診受診者に健康年
齢の世代間比較、健診データ経年比較、生活習慣アドバイス等を情報提供。

広報誌の発行 健康保険組合の情報発信、健康維持・増進のための情報を掲載し、加入者への健康
管理意識を醸成。

ホームページ 健康保険組合の情報発信、健康維持・増進のための情報を掲載し、加入者への健康
管理意識を醸成。

個別の事業

特定健康診査事業

特定健診（被保険者）

事業主と協力し、受診環境の整備及び未受診者に対する受診勧奨を徹底する。
健康状態未把握者を減少させることでリスク者の状況を把握し、適切な改善介入に
繋げるための基盤を構築する。
アウトプット指標
特定健診実施率　【実績値】98.43％、【目標値】令和6年度99.82％
アウトカム指標
内臓脂肪症候群該当者割合　【実績値】6.09％、【目標値】令和6年度6.09％

特定健診（被扶養者）

未受診者を抽出し、漏れなく通知を行う。健康状態未把握者を減少させることでリ
スク者の把握状況を強め、適切な改善介入に繋げるための基盤を構築する。
アウトプット指標
特定健診実施率　【実績値】84.54％、【目標値】令和6年度84.82％
アウトカム指標
内臓脂肪症候群該当者割合　【実績値】3.82％、【目標値】令和6年度3.82％

特定保健指導事業 特定保健指導

各年代で服薬者割合が高いが、薬剤に頼らない正常群の割合を高める働きかけが
必要。特定保健指導対象者のうち、リバウンド対象者の割合が高い。対象者に対し
十分な実施機会を提供し、実施率の向上及び対象者割合の減少を目指す。
アウトプット指標
特定保健指導実施率　【実績値】95.88％、【目標値】令和6年度96.12%
アウトカム指標
特定保健指導対象者割合　【実績値】8.21％、【目標値】令和6年度8.17%

疾病予防

生活習慣病重症化予防
（若年層及び非肥満層（40歳以上））対策

若年者において年々リスク該当者割合が増加しており、40歳未満の若年者及び40歳
以上非肥満層向けの対策が必要。特定保健指導対象者予測モデルにて抽出されたハイ
リスク群に対し、生活指導情報提供を実施する。

がん検診補完検査１
（胸部CT・腫瘍マーカー）

がんの早期発見及び早期治療により、重症化及び医療費の増加を抑制する。被保
険者は6月～ 8月の職員健診と同時に実施し、被扶養者（任継含む）は4月～ 3月ま
での特定健診と同時に実施する。

がん検診補完検査２
（ピロリ菌検査・除菌）

がんの早期発見及び早期治療により、重症化及び医療費の増加を抑制する。40歳
以上の被保険者は6月～ 8月の職員健診と同時に実施し、35歳～ 39歳の被保険者
は12月～ 1月までの職健診と同時に実施する。

婦人科検診１
（子宮頸がん検診）

子宮頸がんと乳がんの受診率が低いことから、職場環境の改善とあわせて引き続き
未受診者対策を実施する必要がある。40歳以上の被保険者は6月～ 8月の職員健診
と同時に実施し、20歳～ 39歳の被保険者は12月～ 1月までの職員健診と同時に実
施、40歳以上の被扶養者は年度内に実施する。

婦人科検診２
（乳がん検診）

子宮頸がんと乳がんの受診率が低いことから、職場環境の改善とあわせて引き続き
未受診者対策を実施する必要がある。40歳以上の被保険者は6月～ 8月の職員健診
と同時に実施し、20歳～ 39歳の被保険者は12月～ 1月までの職員健診と同時に実
施、40歳以上の被扶養者は年度内に実施する。

禁煙外来費用補助
喫煙の有害性に関する情報提供及び医療費補助を実施する。喫煙者の減少によ
る健康増進。
情報提供実施率：100％、喫煙率：10％を目標。

歯科対策
経年での歯科未受診者（かつ生活習慣病リスクありの者）に対して歯科予防の情報
提供を行う。定期的な歯科受診を促すことで将来的な重度症状の発症を予防する。
受診勧奨実施率：100％、情報提供通知後の受診率：50％を目標。

インフルエンザ予防接種費用補助 インフルエンザ予防接種申請をWeb化することで利便性を向上させ、申請者の増加を
図る。予防接種を受けることにより、インフルエンザの感染と重症化の予防を図る。

体育奨励 Webウォーキングラリー 春期・秋期の年間2回実施し、個人・団体の表彰を行う。日常的に健康づくりに取り
組めるよう職場環境の改善に努める。

その他 生活習慣病予防健診
（35歳〜 39歳被保険者）

総医療費に占める生活習慣関連医療費は全体の12％台をしめているが、糖尿病・高
血圧症・高脂血症等については、生活習慣の改善による一次予防と適正な受診治療
による重症化予防が重要となる。また、健康状態未把握者を減少させることでリス
ク者の状況を把握し、適切な改善介入に繋げるための基盤を構築する。
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① 特定健康診査受診率の推移
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② 特定保健指導実施率の推移
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③ 特定保健指導該当率の推移
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資料編 決算関係データ①

●�年度別決算適用状況の推移

▲

H20
▲

H22
▲

H24
▲

H26
▲

H28
▲

H30
▲

R1
▲

R2
▲

R3
▲

R4
▲

R5

■ 被保険者数と平均年齢

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

（人） （歳）

（年度）

男 女 平均年齢

▲

H20
▲

H22
▲

H24
▲

H26
▲

H28
▲

H30
▲

R1
▲

R2
▲

R3
▲

R4
▲

R5
（年度）

■ 平均標準報酬月額

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

（円）
男 女 平均

▲

H20
▲

H22
▲

H24
▲

H26
▲

H28
▲

H30
▲

R1
▲

R2
▲

R3
▲

R4
▲

R5
（年度）

■ 平均標準賞与額年間合計

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

（円）

▲

H20
▲

H22
▲

H24
▲

H26
▲

H28
▲

H30
▲

R1
▲

R2
▲

R3
▲

R4
▲

R5
（年度）

■ 被扶養者数と扶養率

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

0.62

0.60

0.58

0.56

0.54

0.52

0.50

0.48

0.46

（人） （％）
被扶養者数 扶養率



雪の聖母会健康保険組合 15年のあゆみ 33

●�年度別決算収支状況の推移
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資料編 決算関係データ②

●�年度別決算準備金残高・保有率の推移
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●�年度別保険給付費・納付金の推移
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資料編 年　　表

健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

2005
10月19日 厚生労働省「医療制度構造改革試案」

12月1日 政府・与党医療改革協議会「医療制度改革大綱」
⇒�予防を重視する保健医療体系への転換が掲げら

れる

2008
4月1日 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する

基準
（H19年厚生労働省令第157号）

特定健康診査制度の開始、全国の特定健康診
査、標準的質問票データと特定保健指導デー
タの電子的標準化が実現

厚生労働大臣に対して設立認可申請書を提出 11月11日

健康保険組合設立認可書交付（12月1日設立）
厚生労働大臣　舛添　要一

11月28日

雪ノ聖母会健康保険組合の設立について
厚生労働省保険局長（通知）

１．事業主が行うべき職務
　⑴規約を公告すること。
　⑵�組合会を招集し、組合設立の経過その他重

要事項を報告すること。
　⑶�理事長が選任されるまで、その職務を行う

こと。

２．組合設立後速やかに措置すべき事項
　⑴�組合の設立事業所について、従前の保険者

から事務の引き継ぎを受けること。
　⑵�被保険者に対し、組合の被保険者証を交付

すること。
　⑶�組合会議員、理事、監事及び理事長を選出す

ること。
　⑷�法定帳簿等その他必要な帳簿を整備すること。
　⑸�事務職員を任命し、事務組織を整備すること。

３．�厚生労働省又は九州厚生局に提出する文書に
は、記号番号福-141を付されたい。

11月28日

設立認可書の送付について（保険者番号の交付）
九州厚生局健康福祉部保険年金課長（事務連絡）

12月1日

「組合コード」及び「業態番号」の連絡について
健康保険組合連合会総務部総務・人事グループ 

（事務連絡）
１．組合コード　91419
２．業態番号　　22（医療、福祉）

12月1日
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健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

【医療法人雪ノ聖母会】
医療法人の定款変更申請 12月25日
社会医療法人の認定申請を提出 12月26日

2009
社会医療法人認定について（4月1日認定）

福岡県知事（通知）
3月19日

医療法人定款変更認可書
福岡県知事（通知）

3月19日

医療法人の定款変更認可について
福岡県保健医療介護部医療指導課長（通知）

3月19日

健康保険組合名称変更（規約変更認可申請）
雪ノ聖母会⇒雪の聖母会

3月26日

健康保険組合規約変更認可書交付（4月1日施行）
九州厚生局長（通知）

組合名称　
　雪ノ聖母会健康保険組合
　⇒�雪の聖母会健康保険組合
設立事業所名称
　医療法人雪ノ聖母会
　⇒社会医療法人雪の聖母会

3月31日

2010
財団法人福岡県すこやか健康事業団を設立事業
所に編入（規約変更認可申請）
株式会社サンループを設立事業所に編入

4月1日 4月1日 後期高齢者支援金の算出方法が総報酬割に変更さ
れたことで、健保組合・共済組合の支援金が増加し、
報酬総額が少ない健保及び協会けんぽの支援金は
減少した

※当健康保険組合の一般保険料率変更要因
総報酬割 加入者割

2010年度 1/3 2/3
2015年度 1/2 1/2
2016年度 2/3 1/3
2017年度 全面報酬割

【編入に伴い】
健康保険組合議員定数を14人から18人に変更、
理事定数を6人から8人に変更

4月8日

健康保険組合事務局を福岡市中央区天神に移転
（規約変更認可申請）

12月1日

2011

2012
株式会社サンループが福岡市中央区天神に移転

（規約変更認可申請）
2月1日

九州厚生局に一般保険料率変更認可申請
　※2012年3月分から75.89‰⇒88.675‰に変更

2月21日

保険料率変更認可書交付（九州厚生局長） 2月29日
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健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

2013
財団法人福岡県すこやか健康事業団を公益財団
法人福岡県すこやか健康事業団に変更（規約変更
認可申請）

4月1日 4月1日 健康日本21（第二次）開始
国民1人ひとりの健康づくりを視点に捉えた
さまざまな取り組みを展開

6月14日 「日本再考戦略」が閣議決定
全ての健保組合に対し、レセプト・健診データ
の分析に基づくデータヘルス計画の作成・公
表、事業実施、評価が求められる

2014
厚生労働省「モデル的データヘルス計画」に採択 3月10日

4月1日 「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する
指針」を改正

計画策定 健診結果・レセプト分析し、健康課題を
明確にして目標値を設定すること

事業実施 データ分析し、効果的な事業を提供、特定
健診等及び重症化予防対策に努めること

事業評価 健康・医療情報を活用し、費用対効果も
考慮すること

事業見直 毎年度効果測定及び評価を行った上で、
必要に応じて見直すこと

計画期間 複数年とすること

2015
「健康経営ワークショップ」に出席

2015年2月10日東京大学伊藤国際学術研究セ
ンターにおいて開催
主催：�東京大学政策ビジョン研究センター健康

経営研究ユニット、政策シンクネット

2月10日

「聖マリア病院健康経営セミナー」を開催
2015年2月12日聖マリア病院において開催
主催：社会医療法人雪の聖母会・聖マリア病院

東京大学政策ビジョン研究センター健康
経営研究ユニット、政策シンクネット

2月12日

第一期データヘルス計画実施
（2015年度～ 2017年度）

各年度実績評価後、計画書の見直し実施

4月1日 4月1日 第一期データヘルス計画実施

厚生労働省�「レセプト・健診情報等を活用したデー
タヘルス推進事業」に採択

経済産業省�「平成27年度健康寿命延伸産業創出推
進事業：健康経営評価指標の策定活用
事業」の協力団体に採択

9月16日

年　　表
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健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

2016
第一期データヘルス計画（2016年度）実施 4月1日

6月2日 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方
針）2016」

データヘルス計画は、働き盛り世代の健康増進
と労働生産性の向上にも寄与するしくみとなる
⇒データヘルス計画と健康経営の連携

2017
第一期データヘルス計画（2017年度）実施 4月1日 4月1日 介護納付金の算出方法が総報酬割に変更された

ことで、健保組合・共済組合の納付金が増加し、
報酬総額が少ない健保及び協会けんぽの納付金
は減少した

※当健康保険組合の一般保険料率の変更要因
総報酬割 加入者割

2017年度 1/2 1/2
2019年度 3/4 1/4
2020年度 全面報酬割

九州厚生局に一般保険料率変更認可申請
※2018年3月分から88.675‰⇒98.68‰に変更

11月1日

2018
保険料率変更認可書交付（九州厚生局長） 1月31日

第二期データヘルス計画実施
（前期：2018年度～ 2020年度）

各年度実績評価後、計画書の見直し実施

4月1日 4月1日 第二期データヘルス計画実施
データヘルスポータルサイトを活用した計画
の作成
データヘルス計画作成の手引き（改訂版）作成
される

2019
厚生労働大臣メッセージ

特定健康診査受診率98.4%　4位/1,635保険者 
3月28日

第二期データヘルス計画（2019年度）実施 4月1日

厚生労働省厚生労働事務次官を表敬訪問
鈴木　俊彦　厚生労働事務次官を表敬訪問

10月1日

令和1年度健康保険組合関係功績者
厚生労働大臣表彰

被表彰者　　井手　義雄　理事長

11月7日
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健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

2020
福岡県知事表彰

健康づくり県民運動に寄与
2月7日

2020年度予算から介護保険料率変更
（認可申請対象外）

※2020年3月分から12.42‰⇒19‰に変更
※�介護保険料率の変更は認可申請ではなく予算

措置で対応

3月1日

第二期データヘルス計画（2020年度）実施 4月1日
7月17日 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方

針）2020」　　
保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組
を推進する厚生労働大臣メッセージ

特定健康診査受診率98.9%　3位/1,627保険者
12月18日

2021
厚生労働大臣メッセージ

特定健康診査受診率99.2%　3位/1,629保険者 
特定保健指導実施率93.2%　6位/1,629保険者

3月26日

第二期データヘルス計画書中間評価、中間見直し 3月31日

第二期データヘルス計画実施
（後期：2021年度～ 2023年度）

各年度実績評価後、計画書の見直し実施

4月1日

6月4日 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律について」成立
１．�後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し 

2022年10月1日施行
課税所得28万円以上かつ年収200万円以上は、
２割負担

２．�傷病手当金の支給期間の通算化　 
2022年1月1日施行

支給開始から1年6ヵ月⇒支給期間を通算して
1年6ヶ月

３．�任意継続被保険者制度の見直し　 
2022年1月1日施行

保険料　現行：�①全被保険者の平均の標準報酬月額
②�従前の標準報酬月額のうち、低い

額に保険料率を乗じる
　改正：�規約により、従前の標準報酬月額に

保険料率を乗じることも可能とする
資格喪失　被保険者の任意脱退を認める

４．�育児休業中の保険料免除要件の見直し 
2022年10月1日施行

月中に2週間以上育休取得があれば保険料免除
できることを追加
賞与の場合は、1ヵ月超の育休取得者に限り賞
与保険料の免除対象とする

５．�保健事業における健診情報等の活用促進 
2022年4月1日施行

40歳未満者に係る事業主健診等の健診情報を、
保険者に提供可能とする

年　　表
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健康保険組合のあゆみ 健康保険組合を取り巻く環境（制度改正等）

2022
第二期データヘルス計画（2022年度）実施 4月1日

厚生労働大臣メッセージ
特定健康診査受診率96.8%　4位/1,628保険者 
特定保健指導実施率94.0%　4位/1,628保険者

6月2日

6月7日 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方
針）2022」

人的資本投資の推進
「新しい資本主義に向けた改革」において、人
への投資を重視する政策を掲げました企業に
おいても、データヘルス計画から社員の健康
状況や健康投資の状況を把握開示する傾向に
ある⇒企業経営においてデータヘルス計画の
活用が進むと考えられる

2023
第二期データヘルス計画（2023年度）実施 4月1日

厚生労働大臣メッセージ
特定健康診査受診率96.8%　7位/1,629保険者 
特定保健指導実施率95.2%　4位/1,629保険者

5月10日

5月12日 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築
するための健康保険法等の一部を改正する法律
について」成立
１．�こども・子育て支援の拡充　 

2024年4月1日施行
①�出産育児一時金の支給額を42万円 

⇒50万円に引き上げる　2023年4月1日政令改正
②�支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢

者医療制度も支援する仕組みを導入
２．�高齢者医療を全世代で公平に支えあうための高

齢者医療制度の見直し　
　2024年4月1日施行
①�後期高齢者負担率の設定方法について、「後期

高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当
たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとな
るよう見直す

②�前期高齢者納付金の算出方法に総報酬割を導入
する

３．�医療保険制度の基盤強化等 
一部2024年4月1日施行

４．�医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化　
一部2024年4月1日施行

「第三期データヘルス計画及び第四期特定健診・
特定保健指導に向けた説明会」に出席

6月9日 6月9日 厚生労働省・健康保険組合連合会
「第三期データヘルス計画及び第四期特定健康
診査等説明会」開催
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資料編 厚生労働大臣メッセージ

2017

2019

2020

2018
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2021
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資料編 福岡県知事表彰
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